
警察署協議会議事概要

協議会名 　神奈川県麻生警察署協議会

日　　時 　令和７年12月22日（月）午後３時から午後４時40分までの間

場　　所 　神奈川県麻生警察署

出 席 者
 １　警察署協議会側 

　　会長　江刺家伸洋　　 

　　濱泉　山木和人　伊藤志津子　圓城寺広明　鈴木昭弘　山口篤  計７人 

２　警察署側　　 

　　署長　岩本克行　副署長　前田徳仁　警務課長　渡邉　尚悟 

　　会計課長　伴野美穂　生活安全課長　吉田厚貴子　 

　　地域課長　安藤君佳　刑事課長　赤柴廉  警備課長　南健太郎 

　　交通課長　萩原唯太　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計９人

議事要旨  業務説明に関する質疑応答

１　生活安全課への質問 

 (1)(質問)  ストーカー対応に介入するにあたって取決めはありますか。 

    (回答)  まずは事件化を念頭にして、ストーカー規制法や各種法令に　

　　　触れる行為がないのかを見極めます。 

 (2)(質問） 前回の答申にありました、特殊詐欺防止に関する高齢者施設に

          おいての対策は継続していますか。 

　　(回答） 生活安全課では、防犯講話を積極的に行うなど、継続して行っ

          ています。また地域課では、高齢者に接する機会の多いケアマネ

          ジャーさんを対象とした防犯講話を、オンラインで行いました。

　  　　　今後も機会を捉えて継続する予定です。 

２  地域課への質問 

    (質問） 巡回連絡の実施率は改善しましたか。 

　 （回答)  平日昼間に不在だった世帯には夕方や土日に訪問する、マンシ

          ョンに対してはまず管理者に理解を得て周知を図るなど工夫し、

          実施率の改善を図っています。 

３　刑事課への質問 

    (質問） 広報がされる基準について教えて下さい。 

　 （回答)  逮捕事案は基本的に広報します。ただ、共犯の被疑者が捕まっ

　　　　　ていない事件、また人身安全関連事案で被害が拡大しかねない  

       　 場合は広報しません。 

４　交通課への質問 

 (1)(質問） 免許のデジタル化について、どのように対策していますか。 

　 （回答)  麻生セーフティメールを発信したり、包括支援センターにおい

          て各種だよりを紙ベースで発行して周知を図っています。 

 (2)(質問)  来春から自転車への取締りが強化されるようですが、あと３か

          月で周知できますか。 

　　(回答） 現在、講話の依頼を多く受けています。高校生に対しては、受

　　　　　験が終わるタイミングである３月の講話を予定しています。

業務説明

 令和７年８月から11月までの業務推進結果及び令和７年12月から３月まで

の業務推進計画について、各課長から業務説明を行った。 


